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月次概況



マッサージ直営事業



マッサージフランチャイズ事業



施設系介護サービス事業
 9月1日 看護小規模多機能厚木 開設
 9月1日 フレアスメディカルケアホーム厚木 開設



その他の事業（訪問看護）



Topics
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コンプライアンス遵守

リスク管理委員会の設置

2024年9月よりリスク管理委員会を設置し、全事業
のリスクの再点検を実施

事業のリスクを洗い出すことにより、将来的に起こり得
るリスクを再定義し、リスクが起こった場合の損害を最
小限に抑える
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適正な保険請求の徹底について（訪問回数）

医療保険の訪問看護における訪問回数
原則 １日に１回 1週間に３日まで

ただし、特定の疾患や状態（※）にある利⽤者に対して
１日１回以上、週４回以上の訪問が認められる

※特掲診療料の施設基準等・別表第七（末期の悪性腫瘍・⼀定以上のパーキン
ソン病等）、別表第八に掲げる者
※特別訪問看護指⽰書の交付を受けた利⽤者

当社では⼊居者様の⾝体状態・必要度に合わせ
て、適正な訪問回数を決定しております。

適正な訪問回数の徹底
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適正な保険請求の徹底について（訪問人員数）

介護保険の訪問看護において、以下のいずれかに該当する利⽤者
に複数名での訪問看護が認められる

・⾝体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
・暴⼒⾏為、著しい迷惑⾏為、器物破損⾏為等が認められる
・その他利⽤者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

適正な訪問人員数の徹底
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適正な保険請求の徹底について（訪問人員数）

医療保険の訪問看護において、以下のいずれかに該当する利⽤者に複数名での
訪問看護が認められる

・末期の悪性腫瘍、神経難病等
・特別管理加算の対象者
・特別訪問看護指⽰書に係る指定訪問看護を受けている
・暴⼒⾏為、著しい迷惑⾏為、器物破損⾏為等が認められる
・⾝体的理由により１人の看護師等による訪問看護が困難と認められる
・その他利⽤者の状況等から判断して、上記に準ずると認められる

適正な訪問人員数の徹底

当社では⼊居者様の⾝体状態・必要度に合
わせて、主治医の確認を取ると共に、適正な
人員数を決定しております。


